
 
陳 情 番 号 陳情第５号  

件     名 「コロナ社会」での必要な医療提供を継続するための「地域医

療機関等への機能継続交付金」の創設を求める陳情  
受 付 年 月 日 令和２年８月１２日  
回 付 委 員 会 厚生委員会  
（ 陳 情 要 旨 ）  

 岐阜県保険医協会は、県内で開業する医師及び歯科医師約１，７００人で構

成され、保険医の生活と権利を守り、国民医療の充実と向上を図る目的で活動

している。 

 新型コロナウイルス感染拡大の中でも、県内の医科・歯科医療機関は、患者

と医療従事者の感染防止に最大限の注意を払いながら、日常診療を続けてい

る。  
 政府の令和２年度第２次補正予算では、新型コロナウイルス感染症緊急包括

支援交付金が拡充され、患者と接する医療従事者等への慰労金支給及び医療機

関等における感染拡大防止等の支援が措置されたものの、患者減による減収の

補塡は含まれておらず、感染拡大防止策を取りながら日常診療を継続していく

には十分ではない。さらなる感染拡大が続く中、患者及び住民への医療提供、

健康確保の役割を継続して発揮していくためにも、全ての医科・歯科医療機関

に対する給付金等の支援策が必要である。  
岐阜県保険医協会が４月末から５月中旬にかけて行った緊急アンケートの結

果によると、医科、歯科ともに約９割の医療機関で、前年４月に比べて患者数

が減少した。保険診療収入が３０％以上減収となっている医療機関は医科で２

割、歯科は３割に及んでおり、多くの医療機関が経営に破綻を来しかねない状

況である。新規開業の医療機関では、融資の返済及び家賃、人件費などの固定

費の負担が重くのしかかっている。  
羽島市では「地域医療機関等への機能継続交付金」が８月より実施されるこ

ととなっており、今後も第２波、第３波が想定されるコロナ社会での必要な医

療提供を継続するため、医療機関等（１０３施設）での院内感染拡大防止等を

支援（一律１０万円または７万円）するとされている。  
以上のことから、「地域医療機関等への機能継続交付金」を岐阜市の制度と

しても実施いただくよう陳情する。  
（資料掲載略）  

 

結 果 令和２年９月１８日 内容を了知する。  


